
 

 プラン３ 総合的な子ども支援 

２ 総合的な子育て支援施策の推進 【進捗状況区分 ３】 

 
 

 

１ 保育環境の整備（保育緊急５か年計画に基づく推進） 【進捗状況区分 ３】 

【主な実施結果】 

児童入所枠の拡大と民間保育所との連携による、多様な保育ニーズへの対応 
・認可保育所 8 か所の新設、また、公立保育所 2 か所の民営化実施及び 3 か所の指定管理導
入園の民営化実施により 910 人の定員枠の拡充を進めました。 

・「認定保育園」や「おなかま保育室」など認可外保育施設等については、目標を 81 人上回
る 2,174 人の保育受入枠を拡大しました。 

・民間活力による多様な保育サービスの充実を図るため、長時間延長保育 15 か所、一時保育
3か所について実施しました。 

 
【課題と今後の取組】 

・計画策定時からの就学前児童数の増加や保育所利用申請者数の増加に伴い、待機児童が増
えていることから、計画期間の中間年にあたる平成 21年度内に、今後の整備計画等の見直
しを実施します。 

 

 

【主な実施結果】 

地域子育て支援センター等を活用した親子で遊べる場づくりの推進 
・子育て支援の拠点として、こども文化センター活用型の地域子育て支援センター7 か所の
運営を開始しました。 

・家庭における子育てに関する不安等を軽減するため、両親学級や母子保健教室事業等を開
催し、仲間づくりの意義についての啓発と場の提供を行いました。 

総合的な子ども支援拠点としての区役所整備 
・こども支援室長会議を関係局を加えて開催し、区の主体的なこども支援の推進及び保育園
及び学校、地域等の連携に向けた協議・調整を行いました。 

・各区においては、組織の強化を行い、子育て支援に関するネットワーク会議を開催し、横
断的な施策の企画検討や積極的な情報交換を行うとともに、各種相談、講座やイベントを
開催するなど、地域の実情を踏まえた、総合的なこども支援に取り組みました。 

私立幼稚園保育料補助の充実、県の制度改正を踏まえた小児医療費助成事業の見直し 
・私立幼稚園保育料補助等については、第２子以降の優遇措置適用条件を、「小学校２年生ま
でに兄姉がいる園児」から「小学校３年生までに兄姉がいる園児」に緩和し、保護者負担
の軽減を図りました。 

・私立幼稚園協会への補助事業について、事業体系の見直しを図りながら、障害のある幼児
の受け入れ補助単価と、預かり保育実施園に対する補助単価の拡充をし、子育て支援事業
を新設し、補助事業の充実を図りました。 

・小児医療費の助成については、0 歳児から就学前まで（入院は中学校卒業まで）の小児に
係る入院・通院の保険医療費自己負担額を継続して助成しました。 

安心して妊娠・出産ができる環境づくりの推進 
・平成 20年 10 月から妊婦健康診査助成の拡充（２→５回）を行いました。 

 
【課題と今後の取組】 
・こども関係施策の総合的な推進及び地域の実情に即した区の主体的なこども支援の推進の
ため、引き続き、こども支援室長会議などにおいて、関係局を交えて必要な情報提供及び
連絡調整を行います。 

・国の妊婦健康診査助成の制度拡充（５→14 回）の方針を受け、円滑に制度拡充・実施ができ
るよう準備・調整を行います。 

 
 
 
 

 アクションプログラム 



 

 

 
 
 
 

３ 子どもの総合的な相談・支援機能の整備 【進捗状況区分 ３】  

【主な実施結果】 

児童相談所・一時保護所の再編整備による体制・機能強化 

 ・新中央児童相談所・一時保護所の基本設計を実施しました。 

地域療育センターの整備 

  ・市内 4か所目の地域療育センターとなる「（仮称）西部地域療育センター」の建設工事に着
手しました。 

要保護児童施設の整備 

・要保護児童の増加及び市外措置の削減を踏まえ、児童養護施設等の整備に向けた基本的な 

考え方を決定しました。 
 
【課題と今後の取組】 

・児童相談所の再編整備について計画的に推進するとともに、新たな児童相談体制への円滑
な移行に向けて、準備に取り組みます。 

・中部地域療育センターの指定管理導入を推進し、南部・北部については、民営移行の手法   
等を検討します。 

   ・施設整備の推進に向けて、基本方針の策定に取り組みます。 
 

 ４ 教育改革の推進 【進捗状況区分 ３】  

【主な実施結果】 

学校教育活動の充実 
・子どもたちの体力と運動能力を明らかにするために、新体力テストを小学校 47 校、中学 
校全校で実施しました。また、新体力テスト運営委員会を 3回開催し、実施結果の考察を
行いました。 

・教育活動サポーター配置事業について、各学校と連絡調整を図りながら、児童生徒のニー
ズに応じて、小中学校へ教育活動サポーターを配置しました。 

障害のある児童生徒の一人ひとりの教育的ニーズを把握した教育的支援 
・小中学校の通常学級に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒に対して、特別支援教育
サポーターを計画的に配置しました。 

児童生徒指導・相談の充実 
・児童生徒の生活指導や教育相談を計画的に実施するとともに、スクールカウンセラーを全
中学校に配置しました。 

学校の安全対策の推進 
・学校の安全対策を推進するため、スクールガード・リーダーを配置し、連絡協議会を開催
するとともに、関係機関や関係局区との連携強化を図りました。 

 

【課題と今後の取組】 
・教育活動サポーター配置事業については、各学校からの実態等を踏まえた効果的な配置を
行うため、今後、事業手法の検討を図る必要があります。 
 

５ 教育環境の整備 【進捗状況区分 ３】 

【主な実施結果】 

多様化する教育内容や教育方法に対応し、より安全で快適な教育環境の整備 
・より安全で快適な教育環境を確保するため、改築及び大規模改修を計画的に進めるととも
に、単独の耐震補強工事を完了しました。また、中学校普通教室への冷房設置や学校トイ
レ環境の改善整備など教育環境の向上につながる事業を実施しました。 

 アクションプログラム 



 アクションプログラム 
 

学校の適正規模化を進め、教育環境を改善 
・麻生地区では、随時、保護者や地域関係者への説明を行い、地域の声を十分に聴取しなが
ら統合を進めました。 

・桜本小および東桜本小の適正規模化について、両校を統合する方針を決定し、統合準備委
員会を設置して取組みを進めました。 

・桜本中の適正規模化については、小中連携を行いながら推移を見守るとする方針を決定し
ました。 

・白山小・中、河原町小の跡地については、基本方針に沿って調査・検討を行い、活用計画
を策定しました。 

 
【課題と今後の取組】 
・単独の耐震補強工事になじまない校舎のある学校については、改築または大規模改修の手 
法により計画的に工事着手していきます。また、小中学校の普通教室の冷房化については、
次年度の設置完了を目指し、計画的に整備していきます。 

・桜本小学校・東桜本小学校の統合に伴う教育環境の整備を行います。 
・白山小学校・白山中学校及び河原町小学校跡地の新たな仕組みについてまとめていきます。 
・東桜本小学校跡地について、基本方針に従い地域協議会を開催し活用方針を策定します。 
・子母口小学校分離新設校の早期開設に向けて、関係機関との調整を行い早期開設を図りま
す。 
 

６ 地域に開かれた学校づくり 【進捗状況区分 ３】 

【主な実施結果】 

地域人材の活用を推進するなど、特色ある学校づくりを推進 
・特色ある学校づくりを推進できるよう、特別非常勤講師配置事業では、72 校の小学校での
外国語活動や国語、理科、総合的な学習の時間等、各分野の専門家による支援を受けまし
た。また、教育ボランティアコーディネーターを 131 校に配置し、学校の校庭や図書室等
ハード部分の整備、校外行事への参加協力等による支援等、側面的な支援が行われました。 
 

地域管理による学校施設の有効活用 
・学校施設の有効活用を促進するため、校庭 144 校、体育館 164 校、特別教室 72 校（93 教
室）、プール 72 校、夜間校庭７校で開放を実施しました。また、地域管理のモデル実施を
小・中学校各７校、合計 14 校（特別教室等 17 施設）で実施しました。学校図書館の有効
活用を図るため、閲覧のみ 10校、貸出実施７校で学校図書館の開放を実施しました。 

    
【課題と今後の取組】 

・地域管理モデル開放及び学校図書館開放の拡充を図ります。 



目          標

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度以降

アクションプログラム：保育環境の整備（保育緊急５か年計画に基づく推進）

○

○

○

アクションプログラム：総合的な子育て支援施策の推進

○

事業推進

●こども文化セン
ター活用型地域子
育て支援センター
開設の検討

●子育て相談及
び子育てグループ
育成等地域子育
て環境づくりの推
進
●幼児教育、子育
てに関する研修、
相談、情報提供事
業の推進
●「子育て支援・
わくわくプラザ事
業」の試行実施

●こども文化セン
ター活用型地域子
育て支援センター
の新規開設・運営
（7か所）
●子育て相談及
び子育てグループ
育成等地域子育
て環境づくりの推
進
●幼児教育、子育
てに関する研修、
相談、情報提供事
業の推進
●「子育て支援・
わくわくプラザ事
業」の本格実施

●こども文化セン
ター活用型地域子
育て支援センター
の拡充

●「子育て支援・
わくわくプラザ事
業」の推進

事業推進

●長時間延長保
育事業の拡充、一
時保育事業の拡
充

●長時間延長保
育事業の拡充、一
時保育事業の拡
充

2011年度
●149か所：14,190
人（前年度比175
人増）

●（受入児童数）
　2,157人

●（受入児童数）
　2,093人

●2,143人 ●2,203人 事業推進

●認可保育所の
施設数と定員数
（123か所：12,250
人）

●認可保育所の
施設数と定員数
（136か所：12,860
人（前年度比610
人増））

●143か所：13,605
人（前年度比745
人増）

●147か所：14,015
人（前年度比410
人増）

・子育て支援の拠点として、こども文化センター活用型の地域子育て支援センター7か所の運営を
開始しました。
・家庭おける子育てに関する不安等を軽減するため、両親学級や母子保健教室事業等を開催し、
仲間づくりの意義についての啓発と場の提供を行いました。
・幼児教育、子育てに関する研修、相談や情報提供の充実に向け、「親子グループ活動」、「集団体
験活動」「電話・来所相談」「保護者向け研修」等を行い、子育て支援の推進を図りました。
・保護者への就労支援策として、平成20年2月から試行実施していた「子育て支援・わくわくプラザ事
業」については、4月から本格実施を図りました。

実施結果

・認可保育所８か所の新設、また、公立保育所２か所の民営化及び３か所の指定管理者導入園に
よる民営化の実施により、910人の定員枠の拡充を進めました。
・公立保育所2園（京町、戸手保育園）の民営化、3園（南平間、宮前平、白鳥保育園）の指定管理導
入園による民営化を行いました。また、平成22年度民営化園の発表、保護者説明会、設置運営法
人及び指定管理者の募集・選定を行いました。

実施結果

・認可外保育施設の受入れについては、目標を上回る2,174人の児童を受け入れました。

実施結果

認可外保育施設等に対する支援を拡充す
ることにより、認可外保育事業の受入枠を
拡大します。

進捗状況区分

3

進捗状況区分

3

認可外保育施設等の受入枠拡大

現　　状事　　　　業　　　　名

認可保育所の整備

「保育緊急５か年計画」に基づき、認可保育
所の整備を推進します。

地域子育て支援センター、こども文化セン
ターの効率的な活用により、子育て相談事
業や親子で遊べる場づくりを推進します。ま
た、子育てに対する不安などを軽減するた
めの相談体制の充実や情報提供を行い、
子育て支援及び幼児教育の充実・振興を
図ります。

民間活力による多様な保育サービスの
提供

民間活力を活かした長時間延長保育、一
時保育、休日保育など多様な保育サービス
を充実します。

地域子育て支援体制の整備

実施結果
進捗状況区分

3

・長時間延長保育11か所、一時保育7か所の拡充を図りました。

進捗状況区分

3

施 策 計 画



目          標

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度以降
現　　状事　　　　業　　　　名

施 策 計 画

○

○

○

○

事業推進

事業推進

・小児医療費の助成については、0歳児から就学前まで（入院は中学校卒業まで）の小児に係る入
院・通院の保険医療費自己負担額を継続して助成しました。

●医療費の一部
助成

●医療費の一部
助成
●県の制度改正
の動向等を踏まえ
た事業の見直しの
検討

事業推進

●区における教育
体制の整備

●区の教育体制
の整備による学校
運営支援等の推
進
　①確かな学力の
  育成に向けた支
  援
　②学校における
  諸課題（いじめ、
  不登校等）への
　対応支援
　③学校と地域の
  連携強化
　④学校施設の
  有効活用・地域
  管理の推進等

事業推進

●各区にこども支
援室を設置
●子ども関係施策
の総合的な推進と
連携した、地域の
実情に即した区の
主体的な子ども支
援の推進

実施結果
進捗状況区分

区ごとに学校運営への支援や保護者・児童
生徒からの教育相談、地域との連携強化
等を進める体制を充実します。

小児に係る医療費の一部を助成することに
より、児童の健全な育成を図ります。

3

幼児教育の振興

　こども支援室長会議を関係局を加えて開催し、区の主体的なこども支援の推進と、保育園及び学
校、地域等の連携に向けた協議・調整を行いました。
　各区においては、組織の強化を行い、子育て支援に関するネットワーク会議を開催し、横断的な
施策の企画・検討や積極的な情報交換を行うとともに、各種相談、講座やイベントを開催するなど、
地域の実情を踏まえた、総合的なこども支援に取り組みました。

実施結果

総合的な子ども支援拠点としての区役所
整備（再掲）

区役所を地域の総合的な子ども支援の拠
点として整備するとともに、市民との協働に
より地域の子ども支援事業を推進します。

進捗状況区分

3

●総合的な子ども
支援施策の検討
及び機能整備

実施結果

進捗状況区分

3

進捗状況区分

3

実施結果

・区の教育体制を拡充し、区・こども支援室と連携を図りながら、各区における学校と地域社会との
連携強化や学校現場へのきめ細やかな総合的なこども支援を推進しました。

・保育料補助等については、第２子以降の優遇措置適用条件を、「小学校２年生までに兄姉がいる
園児」から「小学校３年生までに兄姉がいる園児」に緩和し、保護者負担の軽減を図りました。
・私立幼稚園協会への補助事業について、事業体系の見直しを図りながら、障害のある幼児の受
け入れ補助単価の拡充、預かり保育実施園に対する補助単価の拡充を図り、子育て支援事業を新
設し、補助事業の充実を図りました。

●保護者に対す
る保育料補助や、
私立幼稚園事業
の促進による子育
て支援の実施

●保護者への保
育料補助の充実
●私立幼稚園協
会補助体系見直
し

●保護者への保
育料補助の実施
●私立幼稚園へ
の補助事業の推
進

私立幼稚園園児保護者に対し負担を軽減
するための保育料補助の充実や、私立幼
稚園事業の支援を進めます。

小児医療費の助成

区における教育体制の充実

※進捗状況区分の内容については９ページをご参照ください。



目          標

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度以降
現　　状事　　　　業　　　　名

施 策 計 画

○

アクションプログラム：子どもの総合的な相談・支援機能の整備

○

○

○

事業推進

事業推進

・発達障害支援センターにおいて、発達障害児・者が地域社会に適応し自立した生活ができるよう、
相談支援を実施しました。
・発達障害支援施策に関する調整連絡会議準備会（7月23日）を関係局と連携して開催しました。ま
た、「特別支援連携協議会」（（仮称）発達障害支援施策調整連絡会議）を2月17日に関係局と連携
して開催しました。
・発達障害支援コーディネーター養成研修実施に向けた作業部会（7回）、検討会（1回）を開催しまし
た。また、次年度の発達障害支援コーディネーター養成研修実施に向けて、作業部会（5回）、検討
委員会（1回）を開催しました。

●発達相談支援
センターの開設
●発達障害者支
援体制整備検討
委員会の開催

●発達相談支援
センターの運営
●（仮称）発達障
害者支援体制整
備推進委員会の
開催
●発達障害支援
コーディネーター
養成研修の実施

●児童養護施設
のあり方検討

●児童養護施設
の整備方針及び
基本構想の策定

・妊婦健康診査については、平成20年10月から助成の拡充（全妊婦5回）を実施しました。また、助
成の拡充に際し、制度移行を円滑に進めるため、市民や医療機関に対しては、チラシやポスター、
ホームページ等による広報を実施しました。

●こども家庭セン
ター・児童相談所・
一時保護所全体
の再編整備に向
けた検討

●新中央児童相
談所・一時保護所
（定員40名：鹿島
田地区）の整備
（基本設計）

●実施設計

●北部児童相談
所（生田幼稚園跡
地）の整備（基本・
実施設計）

こども家庭センター・児童相談所・一時
保護所の再編整備

実施結果

要保護児童施設の整備

3
実施結果

発達相談支援センターを運営するとともに、
発達障害児・者の支援体制を充実します。

進捗状況区分

3

発達障害児・者支援体制の整備

実施結果

・こども家庭センター・児童相談所・一時保護所の再編整備については、新中央児童相談所・一時
保護所の基本設計を実施しました。

●妊婦健康診査
への助成（全妊婦
2回）

●妊婦健康診査
への助成拡充（全
妊婦5回）

事業推進

・要保護児童の増加及び市外措置の削減を踏まえ、児童養護施設等の整備に向けた基本的な考
え方を決定しました。

こども家庭センター・児童相談所・一時保護
所の再編整備を推進します。

進捗状況区分

3

妊婦健康診査の充実

妊婦健康診査への助成を通じて、安心して
妊娠・出産できる環境づくりを推進します。

実施結果
進捗状況区分

進捗状況区分

3

事情により家庭での養育が困難な児童など
が入所し、安心して暮らせる施設の整備に
向けた取組を推進します。

●建設工事

●建設工事

●新中央児童相
談所・一時保護所
の開設（2011年
度）

●北部児童相談
所の開設（2011年
度）



目          標

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度以降
現　　状事　　　　業　　　　名

施 策 計 画

○

アクションプログラム：教育改革の推進

○

○

事業推進

●教育活動サ
ポーターの小・中
学校への配置

●小学校1年生の
35人以下学級の
実施
●新体力テストの
実施（小学校33
校、中学校全校）

●教育活動サ
ポーターの中学校
への配置拡充

●小学校1年生の
35人以下学級の
実施
●新体力テストの
実施（小学校33
校、中学校全校）

●教育活動サ
ポーター事業推進
による学習支援の
充実

事業推進

●（仮称）西部地
域療育センター
（向丘診療所跡
地）の整備（基本
設計）

●（仮称）西部地
域療育センター
（向丘診療所跡
地）の整備（実施
設計・建設工事）

●開設・運営●建設工事・完成

・教育活動サポーター配置事業について、各学校と連絡調整を図りながら、児童生徒のニーズに応
じて、小中学校へ教育活動サポーターを配置しました。
・少人数指導を継続して実施するため、非常勤講師を継続配置するとともに、次年度の少人数学級
実施校を決定し、神奈川県教育委員会に計画書を提出しました。
・子どもたちの体力と運動能力を明らかにするために、新体力テストを小学校47校、中学校全校で
実施しました。また、新体力テスト運営委員会を3回開催し、実施結果の考察を行いました。

実施結果

基礎的・基本的な知識技能の習得や思考
力・判断力・表現力等の育成、心身の健康
を目的として、一人ひとりにあった教育活動
の充実を図ります。

進捗状況区分

3

学校教育活動の充実

3

進捗状況区分

地域療育センターの整備

障害児や発達に不安のある児童などが早
期に療育を開始できる環境づくりを推進し
ます。

実施結果

●小学校情緒通
級指導教室の運
営、7か所

●田島養護学校
整備に向けた基
本構想の策定

・市内４か所目の地域療育センターとなる「（仮称）西部地域療育センター」の建設工事に着手しまし
た。

事業推進

●田島養護学校
整備実施設計・工
事着手

●特別支援教育
サポーター42人配
置

●小学校情緒通
級指導教室の運
営、4か所

●特別支援教育
サポーターの配
置、新規18人、計
60人
●小学校情緒通
級指導教室の整
備、新規2か所
●中学校情緒通
級指導教室の整
備、新規1か所
●田島養護学校
整備に向けた調
査

●聾学校の複数
の障害種に対応
する特別支援学
校への転換に向
けた検討

●特別支援教育
サポーターの配置
拡充
●小学校情緒通
級指導教室の整
備、新規1か所

●田島養護学校
整備方針の策定

特別支援教育の推進

障害のある児童生徒の一人ひとりのニーズ
を把握した支援を行います。

・小中学校の通常学級に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒に対して、特別支援教育サ
ポーターを計画的に配置しました。（186名、 94校）
・御幸・富士見台小学校及び玉川中学校に情緒通級指導教室を設置しました。
・田島養護学校の今後の方向性について、中間まとめを作成し、学校や保護者等に対し説明会を
実施しました。
・聾学校の複数の障害種に対応する特別支援学校への転換に向けた検討会議を4回実施し、中間
まとめを作成しました。

実施結果

進捗状況区分

3

※進捗状況区分の内容については９ページをご参照ください。



目          標

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度以降
現　　状事　　　　業　　　　名

施 策 計 画

○

○

○

●18人

●適応指導教室
の運営、5か所

事業推進

児童生徒の生活指導や相談を行うととも
に、スクールカウンセラーの配置、学校巡
回カウンセラーの派遣を充実するなど、いじ
め、不登校等の対策を拡充します。

・全市立中学校へスクールカウンセラーを配置しました。また、小学校・高等学校への学校巡回カウ
ンセラー4名派遣による相談活動及びそれに伴う定期的な連絡会、研修会の開催により校内相談
体制の充実を図りました。
・心理臨床相談員2名増員及び教育相談室の１室増設により、相談開始に至るまでの時間短縮、対
応件数の増加を図りました。
・フレンドシップかわさき事業を7中学校区で実施し、心のかけはし相談員の事例研修、関係機関と
の連絡会の開催により不登校未然防止に向けた取組を行いました。また、スクールカウンセラー、
フレンドシップかわさき事業等の報告書を作成しました。
・通級を希望する不登校児童生徒の増加に対応するため、川崎南部地域へ新たな適応指導教室を
設置しました。

実施結果
進捗状況区分

3

児童生徒指導・相談の充実（いじめ・不
登校等への対応）

●スクールカウン
セラー、学校巡回
カウンセラーの配
置

●フレンドシップか
わさき（不登校対
策推進事業）の実
施（3区）

●適応指導教室
の運営、3か所

●スクールカウン
セラー全中学校へ
配置
●学校巡回カウン
セラーの派遣、新
規2人、計4人
●心理臨床相談
員の配置、新規2
人、計16人
●フレンドシップか
わさきの実施（7
区）

●教育相談室の
増設
●適応指導教室
の整備（南部地
域）

●学校巡回カウン
セラーの派遣拡充

●新規2人、計18
人

●適応指導教室
の整備（中部地
域）

●「かわさき教育
プラン」次期重点
施策の策定に向
けた取組

事業推進

「川崎市教育改革推進協議会」（学識経験
者、教職員、市民などで構成）において、
「かわさき教育プラン」の進捗管理などを行
います。

・学識経験者・教職員・市民等からなる「川崎市教育改革推進協議会」を4回開催し、「かわさき教育
プラン」重点施策の進捗管理・評価を実施しました。
・地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、「教育委員会の権限に属する事務の管理
及び執行状況に係る点検及び評価」報告書（平成19年度版）を公表しました。

実施結果
進捗状況区分

3

教育改革推進協議会の運営 ●教育改革推進
協議会の運営
●「かわさき教育
プラン」重点施策
の進捗管理・評価
の実施
●「かわさき教育
プラン」次期重点
施策の策定に向
けた取組

●教育改革推進
協議会の運営
●「かわさき教育
プラン」重点施策
の進捗管理・評価
の実施

読書のまち・かわさきの推進

学校・地域・家庭において、さまざまな読書
活動を推進するための環境整備を行いま
す。

・学校図書館コーディネーターの巡回指導等により、司書教諭・図書ボランティアとの連携が進み、
図書館の環境整備や読書活動の推進を図ることができました。
・公共図書館と大学図書館との連携については、連携大学の増加に向け、検討を行いました。
・図書交換広場については、11月に図書館２館で実施し、計2,500冊程度の交流を行いました。

実施結果
進捗状況区分

3

事業推進●学校における朝
読書・読み聞かせ
ブックトークの実
施

●公共図書館と
大学図書館等と
の連携（3校）

●学校における朝
読書・読み聞かせ
ブックトークの実
施校拡充
●公共図書館と
大学図書館等と
の連携充実
●図書交換広場
の実施

●図書交換広場
の拡充



目          標

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度以降
現　　状事　　　　業　　　　名

施 策 計 画

○

○

○ 事業推進

外国語指導助手(ＡＬＴ)等を小、中、高等学
校に派遣し、外国語活動（英語活動）及び
外国語教育（英語教育）の充実を図ります。

・市内全小学校にＡＬＴまたはＥＡＦを配置し、児童のコミュニケーションへの関心や意欲を高め、基
本的な英語の音声や表現に慣れ親しませることができました。
・各中学・高校にＡＬＴを計画的に配置し、生徒の言語や文化に対する理解を深め、聞くこと話すこと
などの実践的なコミュニケーション能力の基礎を養うことができました。また、次年度に向け、ＡＬＴ
の配置について、課題整理を行いました。

実施結果
進捗状況区分

3

外国語指導助手の配置 ●中・高等学校に
ＡＬＴを19名、小学
校にＥＡＦ（英語活
動補助員）を5名
配置

●小・中・高等学
校にＡＬＴ新規6
名、計25名配置、
小学校にＥＡＦを5
名配置

●小・中・高等学
校にＡＬＴ配置拡
充

●地域交通安全
員による安全対策
の推進
（配置72か所）

事業推進

スクールガード・リーダー、地域交通安全員
の配置やＡＥＤの計画的整備など学校の安
全対策を推進します。

・スクールガード・リーダーを13人配置し、連絡協議会を６回開催すると同時にスクールサポーター
や各区担当指導主事とも情報交換会を実施しました。また、スクールガード・リーダーを中心とした
地域連携については、連絡協議会において県警や市民・こども局、区役所との連携強化を図りまし
た。
・地域交通安全員を49人配置しました。
・中学校全校及び小学校40校へAEDを配備しました。

実施結果
進捗状況区分

3

学校の安全対策の推進 ●スクールガー
ド・リーダーの配
置、8人
●地域交通安全
員の配置（48か
所）

●ＡＥＤの計画的
配置に向けた検
討

●スクールガー
ド・リーダーの配
置、14人
●地域交通安全
員による安全対策
の推進
（配置49か所）
●中学校へのＡＥ
Ｄ全校配置完了
●小学校へのＡＥ
Ｄ配置

●地域交通安全
員による安全対策
の推進
（配置50か所）

●小学校へのＡＥ
Ｄ配置拡充

事業推進

●教職経験年数に応じた「ライフステージに応じた研修」を実施し、教職員の資質・指導力の向上を
図りました。
●初任者への研修では、今年度より配置した初任者研修等指導教員の適切な指導や初任者育成
プロジェクトとの連携により、初任者の資質・指導力の向上を図りました。

●教員の資質、指
導力の向上をめざ
した研修の実施

●教員の資質、指
導力の向上をめざ
した研修の実施
●初任者研修等
指導員の配置に
よる研修体制の充
実

実施結果
進捗状況区分

3

教職員研修・研究の充実

団塊の世代の大量退職に伴う初任者研修
体制の整備や教職経験に応じた必修研修
の充実を図り、教職員の資質や指導力の
向上を進めます。

※進捗状況区分の内容については９ページをご参照ください。



目          標

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度以降
現　　状事　　　　業　　　　名

施 策 計 画

アクションプログラム：教育環境の整備

○

○

●白山小学校・白
山中学校及び河
原町小学校の跡
地利用の推進

事業推進

学校の適正規模化を進め、教育環境を改
善します。

・白山小学校・王禅寺小学校の統合に伴う教育環境について、検討を行いました。
・桜本小学校・東桜本小学校及び桜本中学校の適正規模化の方針を決定しました。
・白山小学校及び白山中学校及び河原町小学校の跡地利用について、調査・検討を行い、活用計
画を策定しました。

実施結果
進捗状況区分

3

学校の適正配置の推進 ●白山・王禅寺統
合準備委員会、地
域懇談会の運営
●桜本地区検討
委員会の運営

●白山小学校・白
山中学校及び河
原町小学校の跡
地利用の調査・検
討

●白山中学校・王
禅寺中学校を統
合

●桜本小学校・東
桜本小学校適正
規模化の推進
●桜本中学校適
正規模化の検討
●白山小学校・白
山中学校及び河
原町小学校の跡
地利用の調査・検
討

●白山小学校・王
禅寺小学校を統
合

●白山小学校・白
山中学校及び河
原町小学校の跡
地利用の方針決
定

・新築事業について、分離新設に向けた関係機関との調整を行いました。
・改築及び大規模改修について、目標どおり工事に着手しました。
・単独の耐震補強工事は、目標どおり完了しました。
・田島養護学校整備に向けた調査検討を行いました。
・中学校普通教室への冷房設置を行いました。
・学校トイレの環境改善整備を行いました。
・中高一貫教育導入に伴う教育方針等の検討を行いました。

実施結果
進捗状況区分

3

学校施設の整備 ●子母口小学校
の過大規模解消
に向けた取組
●改築
東生田小工事着
手

●大規模改修
御幸小、新城小工
事着手

●耐震補強工事
実施済180棟

●小中学校冷房
設置に向けた調
査

●学校のトイレ改
修についてモデル
事業実施
●市立高等学校
改革推進計画の
策定

多様化する教育内容や教育方法に対応
し、より安全で快適な教育環境をめざし、学
校の改築、大規模改修、耐震補強工事等
を行います。

●分離新設に向
けた関係機関との
調整
●改築
柿生中工事着手

●大規模改修
田島中工事着手

●耐震補強工事
今井小、京町中、
桜本小、桜本中工
事着手
事業完了
●田島養護学校
整備に向けた調
査

●中学校冷房設
置

●学校のトイレ環
境改善整備

●川崎高校改築
基本構想策定に
向けた準備（中高
一貫教育導入に
伴う教育方針等の
検討）

●基本構想

●改築
宮内小、東高津小
工事着手
●大規模改修
上作延小、大師
中、西中原中工事
着手

●田島養護学校
整備方針の策定

●中学校冷房設
置、全校完了
●小学校冷房設
置、全校完了

●川崎高校改築
基本構想の策定
（施設・設備等）

●基本計画

●改築
百合丘小工事着
手

●大規模改修
旭町小、大師小、
川中島小、東菅小
工事着手

●田島養護学校
整備に向けた基
本構想の策定

●川崎高校改築
実施設計

●工事着手

●順次整備

●順次整備

●田島養護学校
整備実施設計・工
事着手

●川崎高校改築
工事着手



目          標

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度以降
現　　状事　　　　業　　　　名

施 策 計 画

○

アクションプログラム：地域に開かれた学校づくり

○

○

○ 事業推進

保護者、地域住民、学校が一体となって学
校運営に取り組むコミュニティ・スクールを
各区に設立します。

・コミュニティ・スクールの運営については、これまで研究を行っていた川中島小・東小田小・南河原
小・土橋小の4校に加え、新たに上丸子小・東橘中・中野島中・金程小の4校をコミュニティ・スクール
に指定し、各区にコミュニティ・スクールを設置しました。また、コミュニティ・スクールの研究内容を
区内の学校へ周知することにより、学校教育活動の活性化を図りました。

実施結果
進捗状況区分

3

地域等による学校運営への参加促進 ●コミュニティ・ス
クールの運営、4
校

●コミュニティ･ス
クールでの研究の
実施

●コミュニティ・ス
クールの運営、新
規4校、計8校
●研究成果の活
用と他の学校へ
の周知

●コミュニティ・ス
クールの運営、8
校

事業推進

学校施設の地域開放及び有効活用を推進
するとともに、夜間･土日等における地域主
体の管理体制を整備・推進します。

・学校施設の有効活用を促進するため、校庭143校、体育館164校、特別教室72校（93教室）、プー
ル72校、夜間校庭7校で開放を実施しました。
・学校図書館の有効活用を図るため、閲覧のみ10校、貸出実施7校で学校図書館の開放を実施し
ました。
・小・中学校の地域管理モデル実施を小・中学校各7校、合計14校（特別教室等17施設）で実施しま
した。

実施結果
進捗状況区分

3

地域管理による学校施設の有効活用 ●学校施設開放
運営委員会による
施設開放（小・中・
特別支援学校全
校）
●学校図書館の
有効活用の実施

●学校施設開放
運営委員会等に
よる施設有効活用
の推進
●学校図書館の
有効活用の拡充
●小中学校の地
域管理のモデル
実施
（各区2校、計14
校）

●小中学校の地
域管理の推進

●教育ボランティ
アコーディネー
ター配置校、新規
10校、計150校

事業推進

・学校が特色ある取組みを推進できるよう、特別非常勤講師配置事業では72校の小学校での外国
語活動や国語、理科、総合的な学習の時間等、各分野の専門家による支援が行われました。
・教育ボランティアコーディネーターを１３１校に配置し、学校の校庭や図書室等のハード部分の整
備、校外行事への参加協力等による支援等、学校の側面的な支援が行われました。

●特別非常勤講
師配置事業実施
校、40校

●教育ボランティ
アコーディネー
ター配置校、126
校

●川崎市学校評
価事業運営委員
会と研究協力校と
の協働による川崎
市版学校評価シ
ステムモデルの作
成

●特別非常勤講
師配置実施校、新
規7校、計47校

●教育ボランティ
アコーディネー
ター配置校、新規
10校、計136校
●教育活動の充
実・改善につなが
るＰＤＣＡサイクル
に基づく自己評価
の実施

●特別非常勤講
師配置実施校、47
校

●教育ボランティ
アコーディネー
ター配置校、新規
4校、計140校

実施結果
進捗状況区分

3

特色ある学校づくり

創意工夫を活かした教育活動の充実を図
るため、地域人材の活用を推進するなど、
特色ある学校づくりを進めます。また、学校
の自己評価とあわせて保護者等による学
校関係者評価を取り入れながら、学校運営
や教育活動の改善を図ります。

事業推進

情報教育を推進するため、地域人材等との
協働による校内LANの整備や、コンピュー
タの導入を進めます。

・情報教育を推進するため、校務用コンピュータを1,242台整備しました。また、普通教室用コン
ピュータを336台整備するとともに校内ＬＡＮを20校に整備しました。

実施結果
進捗状況区分

3

情報化教育の推進 ●校務用コン
ピュータ整備、746
台
●普通教室用コン
ピュータ整備、408
台
●校内ＬＡＮの整
備

●校務用コン
ピュータ整備、
1,242台
●普通教室用コン
ピュータ整備、330
台
●校内ＬＡＮの整
備

●計画的整備推
進

●計画的整備推
進

※進捗状況区分の内容については９ページをご参照ください。


